
参考資料６ 

受動喫煙防止対策に係る対象施設と法律及び条例 

による規制内容の概要（令和２（2020）年 4月～※1） 

法
区
分 

施設の種類（施設例） 
規制内容 

（下線部分は県条例による規制） 

義務

付け 

第

一

種

施

設 

○学校（幼稚園，小学校，中学校，高等学校） 

○高等専門学校 

○専修学校（専門課程を置くものを除く） 

○児童福祉施設               等 

○ 敷地内禁煙 

（屋外に喫煙場所の設置不可） 
義務 

○官公庁施設（県庁，市役所等） 

○医療施設（病院，診療所，保険薬局等） 

○大学                   等 

○ 敷地内禁煙 

（屋外に喫煙場所の設置可※2） 
義務 

第

二

種

施

設 

○事務所，工場 

○運動施設（体育館・ボーリング場等運動施設） 

○高齢者・障害者施設（老人ホーム等） 

○博物館等（博物館，遊園地等） 

○金融機関等（銀行等） 

○劇場等（劇場，興行場，集会場，展示場，斎場等） 

○交通機関乗降・待合（ＪＲ駅，バス待合所等） 

○風俗営業を営む施設 

○物品販売店舗 

○ホテル，旅館 

○理容所，美容所，公衆浴場 

○国会，裁判所 

○飲食店                  等 

※個人の自宅やホテル等の客室など，人の居住の用

に供する場所は適用除外 

○ 原則屋内禁煙 

（喫煙を認める場合は喫煙専用

室などの設置が必要） 

義務 

【経過措置】 

○既存（2020年 3月 31日までに営業許可を取得）の

経営規模の小さな飲食店 

 ・個人又は中小企業が経営（資本金５千万円以下） 

 ・客席面積 100㎡以下 

○ 喫煙可能な場所である旨を

掲示することにより，店内で喫

煙可能 

（喫煙可能部分には，客・従業員とも

に 20歳未満は立入禁止） 

義務 

喫
煙
目
的 

施
設 

○喫煙を主目的とする施設 

・喫煙を主目的とするバースナック等 

・店内で喫煙可能なたばこ販売店，公衆喫煙所 

○ 施設内で喫煙可能 ― 

― 

○遊具のある公園，停留所，横断歩道 

○公道（学校，児童福祉施設，遊具のある公園，停

留所，横断歩道の付近のもの）        等 

○区域で喫煙しない 

（灰皿の周辺は除く※3） 

努力

義務 

※1 法区分の「第一種施設」については，2019 年 7 月から敷地内禁煙（屋外に喫煙場所の設置可）の

法規制後，2020年 4月から県条例による下線部の規制を追加する。 

※2 屋外に受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に喫煙場所の設置可 

※3 灰皿を設ける場合は子供の受動喫煙防止に配慮 


